
  

第2編
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅱ  老人保健福祉
1  老人保健対策
(1)  概要

昭和58年2月1日から老人保健法が施行された。この制度のねらいは,疾病構造の変化及び高齢化社会の到
来に対応し,予防から医療,機能訓練等に至る総合的,一体的な保健医療施策を行うとともに,老人医療費を
国民皆で公平に負担することにある。

老人保健事業の概要(体系図)
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(2)  医療等

老人保健法による医療等は,70歳以上の者及び65歳以上70歳未満の者で一定の障害を有することを市町村
長により認定された者を対象として行われ,その費用は,国民皆が公平に負担する見地から,老人の一部負担
を除いた額について国が20%,都道府県及び市町村がそれぞれ5%負担し,残りの70%は医療保険各制度の
保険者が拠出することになっている。

第Ⅱ-1-1表 国民医療費と老人医療費の推移
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(3)  保健事業第2次5か年計画

1.計画期間  昭和62年度～平成3年度

2.長期的目標  

3.重点事項  

1) 日常生活における健康な生活習慣の確立を支援する保健事業を推進し,特に老人に対しては地域
や家庭でのケアの支援を目指すきめ細かな事業を実施する体制の確立。 

2) 循環器疾患,肝疾患対策の強化,肺がん,乳がん検診の導入等魅力ある健診づくりの推進。

3) ねたきり老人,痴呆性老人対策の強化。

4) 福祉サービス,医療サービス,職域保健サービスとの連携の強化。

医療等以外の保健事業の概要
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(4)  老人保健施設

老人保健施設は,急激に増大すると予想されるねたきり等の要介護老人に対し,医療ケアと日常生活サービ
スを併せて提供する施設として創設されたものであり,昭和63年4月から本格的実施されている。(昭和63
年12月末開設数60か所)

老人保健施設の概要
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2  老人福祉
(1)  在宅福祉対策

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和63年版）



  

第2編
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅱ  老人保健福祉
2  老人福祉
(2)  施設福祉対策
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(3)  家庭奉仕員派遣事業

家庭奉仕員派遣事業は,心身上の障害のある老人の家庭を訪問して,食事の世話,衣類の洗濯,家の掃除,生活
必需品の買物,通院の手伝い等の日常生活上の世話を行うものであり,在宅老人福祉施策の中核である。

家庭奉仕員の派遣対象は,従来,低所得世帯(所得税非課税世帯)に限定されていたが,中央社会福祉審議会の
意見具申を受けて昭和57年10月から所得税課税世帯にも応分の費用負担の下に派遣することにした。非
課税世帯については,従来どおり無料で派遣することとした。このような派遣対象の拡大に伴い,昭和61年
度においては1,942人,さらに昭和62年度においては1,750人の増員を行った。

また,昭和62年度からは,高齢者の介護ニーズに適切に対応できるよう,原則として家庭奉仕員への採用,登
録等を希望する者全員に講習会を実施することとした。

第Ⅱ-2-1図 家庭奉仕員の設置状況の推移
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(4)  ショートステイ事業及びデイ・サービス事業

ショートステイ事業及びデイ・サービス事業は,家庭奉仕員派遣事業と並び,在宅老人福祉施策の中心的な
ものである。

1)  ショートステイ事業

この事業は,在宅のねたきり老人等を介護している家族が,疾病,出産,事故等止むを得ない理由(社会的理由)
のほか,介護疲れ,旅行等の理由(私的理由)により介護することができない場合に,老人ホームでお預かりす
るものである。 

2)  デイ・サービス事業

この事業は,在宅の虚弱老人等をデイ・サービスセンターに送迎し,入浴,給食,日常動作訓練,生活指導等の
サービスを提供するとともに,家族等に対し家族介護者教室を行うほか,デイ・サービスセンターを拠点と
してねたきり等の老人の居室まで訪問して,入浴,給食,洗濯のサービスを提供するものである。

第Ⅱ-2-2図 ショートステイ事業,デイ・サービス事業の推移
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(5)  シルバーサービス

有料老人ホーム,在宅ケアサービス等のシルバーサービスを健全育成するとともに高齢者保護の観点から
シルバーサービス振興指導室において,民間事業者等によるシルバーサービスについて,必要な指導等を
行っている。また,シルバーサービスを提供する事業を行う企業等の連絡調整体制を確立し,その質の向上
と充実を図るとともに,利用者等に対する情報提供等を行い,もって高齢者の福祉の増進に寄与することを
目的として社団法人シルバーサービス振興会(会員159社,準会員8団体)が設立され(昭和62年3月)シルバー
サービスを提供する事業者の倫理綱領の策定(63年5月),シルバーマーク制度についての検討,シルバー
サービスの質の確保・向上等その在り方についての調査研究及びシルバーサービスに関する情報の収集
等の活動を行っている。

社団法人シルバーサービス振興会の概要
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3  高齢者を対象とする講座
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